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団塊の世代 

2016年 2025年 

団塊の世代が75歳以上を迎える 



住まい 

医療 

生活支援 

介護・予防 

重度な要介護状態 



高齢化率 

都市 地方 

人口 

地域差 



地 
域 

 
包
括 

それぞれ地域の 
自主性・主体性 

重度な要介護状態でも 
住み慣れた地域で 

ケアシステム 



重度の要介護状態の方を 
どうやって支援・・・？ 

介護の面で中枢的な役割 

定期巡回は 



サービスです。 

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型 

訪問介護看護 

日中、 
夜間を通じて 

訪問介護と 
看護の 

両方を提供 

オペレーター 
・ 

随時訪問 

時間が 
決まった 
訪問 



平成24年4月に新設 

その① 



住所確認が必要 

地域密着型サービス 

住所変更 
していない 

その② 



要介護1～5の方利用 

その③ 



※ただし通院等乗降介助は可 
 切り替え日に両サービスが入ることはある 

訪問介護 定期巡回 

併用不可 

ダメ その④ 
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看護と利用者の関わり方 

医療保険＋アセスメント 1 

特定疾病等罹患、医師からの特別指示書が出た場合。 

介護保険＋アセスメント 2 

包括報酬からのサービス提供となる。 
定期巡回事業所と連携している事業所でないと× 

アセスメントのみ 3 

毎月医療目線からのアセスメントが必要 



医療保険（提携外事業所）＋アセスメント 4 

利用者 

看護 
事業所

B 

※医療保険でサービス提供する訪看と定期巡回事業所が 
提携していない場合 

医療保険 
提携していない 

看護 
事業所

A 

アセスメントのみ 
提携事業所 

看護事業所 
2事業所必要 



看護と介護の関わり方 

一体型 

連携型 

同一法人 

事業所間 
契約 



「連携型」定期巡回単位表 

この他に月1.000単位のマネジメント加算 
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45分 

身体1 生活１ 
排泄介助・口腔ケア・洗面・ 
食事準備・服薬介助・セット 
洗濯・物干し 

訪問介護の特徴 

・長時間の中で一日に必要なサービスの提供 
・ヘルパー見守りの元、安全に自立に向けた 
 介助ができる 

①長時間滞在型 



基本的には利用者様のニーズに合った 
サービス内容により、時間軸が決定するが、 
時間軸を埋める為の調整も必要・・・ 
 

③身体と生活 

身体と生活が明確に分かれている。 
サービスの単価も変わってくる 

②時間軸によるサービス提供 



定期巡回の特徴 

15分 

15分 

15分 

排泄・服薬確認 
食事準備 
洗濯 

排泄・服薬確認 
食事準備 
洗濯物干し 

排泄・服薬確認 
食事準備 
洗濯物片づけ 

買い物代行 



・ニーズに合わせた訪問が可能。 
（服薬が必要な時間や排泄のタイミング等） 
・1回10分～15分程度の滞在時間 
 （アセスメント結果による） 
・本当に必要なサービスのみの提供なので、 
 利用者様の自立を促す。 
 

①短時間複数回型 

・失禁してしまっていた、転倒していた…等の 
アクシデントが起きても必要な時間対応できる。 
・必要サービスを追加しても単価が変わらない。 
・日割りがきく 

 

②包括報酬 



・アセスメントの結果に合わせて身体介助と 
生活援助を柔軟に組むことができる 

③身体と生活のくくりがない 

④その他 

 
 
 

・安否確認のみのサービス提供が可能 
・緊急コールがついている為、安心感がある 
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サ責と 
作責の違い 

サービス提供責任者 

・新規受付 
・利用者側との連絡調整役 
・ヘルパーのマネージメント 
・サービス提供内容の調整等 

計画作成責任者 

・新規受付 
・利用者側との連絡調整役 
・ヘルパーのマネージメント 
・サービス提供内容の調整等 

・サービス回数の調整 
・サービス提供時間の調整 
・訪問時間調整 
・サービス内容提供 
 タイミングの調整 

 



ケアプランの内容と利用者の 
日常生活の状況を踏まえ、 
計画作成責任者が週間予定を決定できる 

指定基準第3条の24 



ケ
ア
マ
ネ
よ
り

新
規
依
頼 

サ
ー
ビ
ス
開
始 

2週間前後 

利
用
者
等
か
ら

新
規
依
頼 

作責の動き 

ケアマネ 
の動き 

ア
セ
ス
メ
ン
ト
に

基
づ
き
原
案
作
成 

看
護
・
介
護 

ア
セ
ス
メ
ン
ト 

 

訪
問
介
護
週
間

予
定
作
成 

ケ
ア
マ
ネ
提
出 

 

他サービス
調整 

担
当
者
会
議 

プ
ラ
ン
確
定 

 

モニタリング 
サービス変更 
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◆基本情報 
・大正8年生まれ 96歳 女性 要介護5 
・ベッド上での生活 
・サービス内容は排泄介助、軟膏塗布、清拭 
 車いすやベッドへの移乗 
・娘さんと同居 
・入院されていたため、体力が低下しているが 
 在宅へ戻りたい気持ちが強い 

  

◆病歴 
・股関節症 
・腹壁膿瘍 
・子宮脱 

事例① 



●ケア内容●   排泄介助・軟膏塗布・清拭・車いす移乗          

 

週間予定案 



退院後の様子 

長時間の座位が困難 

特指示で訪問看護 

週2回訪問入浴を入れたい 

娘様の要望が強い 

状況に応じた 
プラン変更 



ご本人の体調に合わせて移乗介助を直前で追加 
体調の変化に合わせた訪問          
 



現在のプラン          

 



◆基本情報 

・昭和3年 88歳 男性 要介護3 
・マンションに一人暮らし 
・週3回透析に通われている 
・視力が弱いが、トイレ等は何とか自分で行けている 
・薬の飲み忘れがある  
  

◆病歴 

・腎疾患 
・心筋梗塞 
・網膜色素変性症 

事例② 



●ケア内容● 透析送り出し・迎え入れ、服薬確認、食事確認          

 



体調の急激な変化 

転倒 朝8時のケアで訪問 

バイタル測定 
外傷確認等実施 

変化なし 

自力歩行困難 
「目が全く見えなくなった」
と訴え 

当日 
プラン変更 

CMへ報告 





現在のプラン          

 



事例② 

◆基本情報 
・昭和24年 67歳 要介護4 
・もともと要支援2で地域包括が担当 
・ご自宅で転倒し、顔面を骨折、入院 
・病院で認定調査を実施。 
・自宅へ戻りたいと強い希望がある 
・病気の影響によりふらつきが強い 

◆病歴 

・ビッカースタッフ脳幹脳炎 
・小脳失調症 
・肺がん  ・糖尿病 





定期巡回サービスに合わない方 

定期巡回サービスに合う方 

・排泄のニーズがある方 
・服薬がきちんとできない方 
・パーキンソンやリウマチなどにより、 
 日内変動が激しい方 
・難病の方 
・ターミナルの方 等 
 

・プランを組んだ時に訪問介護の方が 
 単価が低い場合 
・長時間滞在を望んでいる場合 等 
 



定期巡回 サービス 

    が 創設 されたことで… 

利用者様が 
在宅で生活を続ける為の 

「選択肢」が増えました 

ご清聴ありがとうございました 


